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ご意見は
こちらまで

『青森河川国道事務所の業務概要と

道路占用について』

今回の受講者である行政書士会の皆様は、日頃から道路占用手続きに携わっている方もいれば、これまで全く

関わったことのない方もおり、参加された皆様は、真剣に説明に聞き入っており、質疑応答の際には、多数の質

問があり関心の高さがうかがえました。

今回の講座を受け、道路占用について少しでもご理解いただけたら幸いです。

出前講座

７月１９日（金）、「青森県行政書士会 青森支部」の皆さん２２名が、青森市のアウ

ガ5階（青森県男女共同参画プラザ研修室）にて「青森河川国道事務所の業務概要と道路

占用について」と題した出前講座を受講しました。

講座では、当事務所の道路管理第一課大舘課長により、「青森河川国道事務所の業務概

要」、「道路占用制度の概要」、「不法占用対策」、「道路占用における最近の動向」等

について、1時間の講義を行いました。

青森県行政書士会青森支部の皆さん２２名が受講

受講生の様子

お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577

講 師

大舘
道路管理第一課長
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